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 １．開 会 

 

○事務局・小山 では、皆さんおそろいになりましたので、始めさせていただきたいと思

います。 

  本日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

  審議会事務局を務めます雇用環境・均等室の小山と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  開会に先立ちまして、事務局より２点ご案内を申し上げます。 

  まず１点目、本日の審議会資料ですが、皆様のお手元に審議会議事次第、出席者名簿、

席次表、審議会説明用資料として資料№１から４をお配りしております。資料などの不

足はございませんでしょうか。ご確認をお願いいたします。 

  ご案内の２点目です。本審議会につきましては、宮城地方労働審議会運営規程第６条

により、原則として審議内容を公開すると定められております。したがいまして、当会

場におきましては報道の方が傍聴することとなりますので、あらかじめご了承をお願い

いたします。 

  また、事務局で議事録を作成し、ホームページに掲載を予定しておりますので、皆様

ご承知おき願います。 

  また、今回新たにお一人の方に委員に就任いただきましたのでご紹介させていただき

ます。着席のままで結構でございます。１月１４日付で就任をいただいた、労働者代表

委員の新貝委員です。 

○新貝委員 新貝です。よろしくお願いします。 

○事務局・小山 よろしくお願いいたします。 

  それでは、時間となりましたので、議事の進行につきましては、宮城地方労働審議会

運営規程第４条により、会長にお願いしたいと思います。 

  砂金会長、よろしくお願いいたします。 

○砂金会長 皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。会

長の砂金でございます。 

  今回もまた充実した議論ができればいいと思っております。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

  それでは、ただいまから令和７年度第２回宮城地方労働審議会を開催いたします。 

  委員の皆様のご紹介につきましては、出席者名簿により代えさせていただきます。 

  次に、事務局から定足数の確認をお願いします。 

○事務局・小山 事務局です。本日、全委員１８名中、ウェブ参加１名を加えた１７名に

ご出席をいただいておりますので、地方労働審議会令第８条第１項の規定により、本会

議は有効に成立していることをご報告申し上げます。 

○砂金会長 ありがとうございました。 

 

 ２．宮城労働局長挨拶 

 

○砂金会長 それでは、議事に入る前に、宮城労働局長よりご挨拶をお願いいたします。 
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○松瀨宮城労働局長 松瀬でございます。 

  本日は大変お忙しいところ皆様ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、委

員の皆様には日頃から労働行政の推進につきまして格別のご理解、ご協力を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

  本日は本年度第２回目の労働審議会となります。通常であれば、この年度末の審議会

でございますけれども、次年度の行政運営方針をご審議いただくのがメインでございま

すけれども、本日は議題が３本ございますので、簡単にご紹介させていただきたいと思

います。 

  まず、１つ目でございますけれども、去る２月１６日に開催されました宮城県男子

服・婦人服製造業の最低工賃専門部会の報告のご報告をいただくというものでございま

す。平成２９年から適用されてまいりました工賃額がこのたび引き上がるという内容で

ございます。昨今の賃金引上げの動きの中で、最低工賃にもその動きが出ているという

ことでございます。 

  ２つ目でございます。地域雇用開発促進法に基づきます地域雇用開発計画についてで

ございます。県南地域を対象といたしました計画がこのたび宮城県より提出されました。

法に基づきまして、大臣同意の前提といたしましてこの地方労働審議会のご意見を伺う

というプロセスがございますので、本日はそれに基づきまして皆様のご意見を伺うとい

うものでございます。 

  そして、３つ目が、いつものでございますけれども、次年度の行政運営方針について

のご審議でございます。本年度第１回目の審議会で今年度の運営方針の進捗状況等に係

るご審議をいただいたところでございます。本日は、それを踏まえまして、当事務局で

策定しました令和８年度の運営方針、これについてご審議をいただくものでございます。 

  この行政運営方針のうち、主な事項につきまして最近の動きを幾つか申し上げたいと

思います。 

  まずは賃上げでございます。賃上げは引き続き政府全体としての最重要課題というこ

とになっております。今年も、春闘が本格する前の今年１月２２日でございますが、第

１４回宮城働き方改革推進等政労使協議会を開催させていただきました。当日は、労使

各団体のトップや宮城県をはじめといたしました各行政機関にご出席いただきまして、

労使それぞれの立場からの賃金引上げの課題等についてご発言いただき、賃上げに向け

ての意識、取組の状況等が共有されたところでございます。 

  また、賃金引上げの支援をさらに進めるため、生産性の向上や正規・非正規の格差是

正、より高い処遇への労働移動等を通じた労働市場全体の賃上げを支援する賃上げ支援

助成金パッケージを広く周知していくこととしております。この取組によりまして、

個々の企業のニーズに応え、より効果的な賃金引上げ支援を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  加えて、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、女性の活躍状況の情

報公表の義務の拡大やカスタマーハラスメント対策の義務化等を内容とする改正法が、

本年４月１日以降、順次施行されます。さらに、長時間労働の削減や労働条件の確保・

改善についても引き続き取り組むとともに、高年齢労働者の労働災害防止措置や治療と

就業の両立支援についても本年４月１日から事業者の努力義務となりますことから、働
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く皆様が健康で安心安全に働くことができる職場環境が整備されるよう、施行日までに

制度の周知を図ることとしております。 

  本日ご審議いただく行政運営方針の案につきましては、これらの課題や取組を踏まえ

て、地域の実情に沿った内容となるよう作成させていただいております。その内容つき

まして、事案によっては今年度の実績にも触れながら、後ほど担当部室長よりご説明さ

せていただきます。この運営方針に基づいて、雇用・労働施策を職員一丸となって推進

してまいりたいと考えております。 

  限られた時間ではございますけれども、委員の皆様からの忌憚のないご意見を頂戴し、

次年度の行政運営方針を策定してまいりたいと存じますので、ご審議のほどどうぞよろ

しくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○砂金会長 ありがとうございました。 

 

 ３．議 題 

 

  （１）宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃専門部会の報告について 

 

○砂金会長 それでは、これより議事に移ります。 

  議題（１）宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃専門部会の報告についてです。 

  昨年１１月の第１回宮城地方労働審議会において、宮城県男子服・婦人服製造業最低

工賃の改正の必要性を審議するため家内労働部会を設置することとし、桑原委員を指名

しておりましたが、令和７年１２月１８日付で宮城労働局長から本職宛て宮城県男子

服・婦人服製造業最低工賃の改正について諮問があったところです。 

  同日付で本職から委員の皆様へお知らせしました諮問理由にもあるとおり、家内労働

実態調査結果によれば、最低工賃額を基準に委託する工賃額を定めており、工賃額の引

上げを行っていない委託者があることから、改正の必要性を審議するまでもなく、改正

諮問を行うことが妥当であるとのことでした。 

  この改正諮問を受けて設置した、宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃専門部会の委

員として指名した桑原委員から報告をお願いします。 

○桑原委員 桑原でございます。 

  それでは、私から宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃専門部会の審議内容をご報告

申し上げます。 

  お手元の資料１の５ページからの報告をご覧ください。 

  本部会は、労働審議会の委員及び臨時委員の中から審議会会長が指名した公益代表委

員、家内労働者代表委員及び委託者代表委員、それぞれ３名の計９名で構成され、２月

１６日に開催いたしました。 

  議事では、私が部会長に選任され、金額審議が行われた結果、全会一致で、報告書の

別紙、資料１の６から８ページのとおりの最低工賃額へと改定するという結論に至りま

した。 

  その結果、平成２９年から現在まで適用されてきた工賃額に対し、各項目ごとにこれ

までの宮城県最低賃金の引上げ率３８．７７％を掛け、１円未満の端数を切り上げた金
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額を引き上げるということになります。 

  また、宮城地方労働審議会運営規程第１０条第１項の、部会長が委員である部会がそ

の所掌事務について議決したときは、当該議決をもって審議会の議決とするとの規定に

基づきまして、資料１の１ページのとおり、同日付で改正決定の答申を行いました。 

  以上です。 

○砂金会長 それでは、事務局から補足があればお願いいたします。 

○川越労働基準部長 労働基準部長の川越でございます。 

  １点補足をさせていただければと思います。 

  先ほど説明のありました資料１の１ページ目、２月１６日付の答申を受けまして、同

日から答申の要旨を公示を行いまして、関係家内労働者、委託者からの異議申出を受け

付けたところでございます。締切り期日であります３月３日までの異議申出はなく、現

在、答申があった最低工賃額での官報掲載手続を行っているところです。官報掲載後、

３０日後に発効されることとなり、関係委託者などに対する周知に努めてまいります。 

  以上です。 

○砂金会長 ただいま桑原委員、労働基準部長より説明のありました内容について、ご質

問、ご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、こちらの議題は以上にいたします。 

 

  （２）地域雇用開発促進法に基づく地域雇用開発計画（案）について 

 

○砂金会長  続きまして、議題（２）地域雇用開発促進法に基づく地域雇用開発計画

（案）について、机上配付の文書により諮問を受けておりますので、職業安定部長から

説明をお願いします。 

○渡邉職業安定部長 職業安定部長の渡邉でございます。 

  それでは、着座にてご説明させていただきます。 

  資料№２の関連でございます。 

  こちらは地域雇用開発促進法に基づく地域雇用開発計画（案）についてでございます

けれども、宮城県が策定し、厚生労働大臣へ申請されておりますこの計画につきまして、

資料が２－１から２－６になります。 

  まず、この制度の概要をご説明させていただきます。 

  資料２－１をご覧ください。 

  地域雇用開発促進法についてでございます。こちらは、雇用情勢が特に厳しい地域に

ついては、都道府県が地域雇用開発計画を策定し、国が同意した場合に、同意雇用開発

促進地域として、地域の求職者を雇い入れた事業主に対して地域雇用開発助成金などの

支給が可能になるという仕組み、制度になってございます。 

  ちょっと資料が飛ぶんですけれども、２－５にそこの根拠となる法律をつけてござい

ます。これは抜粋になりますけれども、法第五条の第６項、一番下でございます。厚生

労働大臣は、都道府県が策定した計画に同意をしようとするときは、あらかじめその区

域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会に意見を聴かなければなら

ないとされているため、本日、この審議会で本計画をお諮りさせていただいているとこ
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ろでございます。 

  ちょっと戻りまして資料２－１、先ほどの資料に戻っていただきまして、資料中央の

計画策定のところでございます。 

  計画には、区域、地域雇用開発の方策、計画期間というこの３点を定めるということ

になっておりまして、その内容が指針に照らして適切であるかということになります。

指針につきましては、ご参考として資料２－６に添付をしてございます。 

  こちらの雇用開発促進地域に該当するための要件というものが、資料２－２にポンチ

絵のとおりなってございます。こちらは、直近の令和７年１０月時点の要件としまして、

その地域内の求人倍率の数値が示されてございます。今回の計画は宮城県の県南地域を

対象にしておりますけれども、この地域は実は既に令和５年４月１日から３か年の計画

対象となっており、今月末の３月３１日で計画期間が終了する予定としておりました。

昨年１０月時点でこの要件の状況を確認したところ、引き続き要件を満たしているとい

うことでございまして、宮城県より計画は策定されて提出を受けております。 

  具体的な資料内容については、資料２－４というところになります。 

  こちらでは宮城県県南地域雇用開発計画になりまして、この計画につきましては、対

象地域の雇用開発を促進するための方策と計画期間が盛り込まれているかというところ

ですけれども、めくっていただきまして１２ページをご覧いただけますでしょうか。 

  １２ページには、Ⅳの地域雇用開発を促進するための方策に関する事項として６つの

項目が記載をされてございます。具体的には、１２ページの１の一番上のところですね、

地域雇用開発の促進のための措置につきましては、こちらでは、観光振興、地域の小売

業、サービス業の活性化、アグリビジネスの推進など、県南地域の特性を生かした雇用

開発についての記載がございます。 

  そして、めくっていただきまして１３ページなります。 

  産業人材の育成及び職業能力の開発の推進に関する事項につきましては、産業人材育

成プラットフォームを活用しての関係機関が連携して地域の人材育成に取り組むという

ことが記載をされてございます。 

  そして、３番になりますけれども、中段より下になります。労働力需給の円滑な結合

の促進に関する事項につきましては、労働市場の情報提供を関係機関が連携して取り組

むという旨が記載をされてございます。 

  ４でございますが、各種支援措置の周知徹底に関する事項につきましては、関係機関

と連携した周知広報。 

  次のページの５番目でございます。地域雇用開発の効果的な推進に関する事項では、

雇用対策推進協議会など関係者の意思疎通を図るということが記載をされてございます。 

  ６つ目の地域雇用開発の促進に関する県の取組としましては、「富県宮城」の実現に

向けて各種取組を推進していくこと、ミスマッチ解消のため実施していく事業について

ということが記載されてございます。 

  最後になりますけれども、この計画期間については原則３年以内ということにされて

おりますが、制度自体は厚生労働大臣の同意を得た日から３年ということになってござ

いますので、宮城県から提出されたこの宮城県県南地域雇用開発計画は要件に適合して

いるということが言えます。 
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  以上を踏まえまして、宮城県が策定し、申請がございましたこの計画につきまして、

妥当かどうかお諮りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○砂金会長 ただいま職業安定部長よりご説明のありました内容について、ご質問、ご意

見はございませんでしょうか。いかがでしょう。飯野委員、お願いします。 

○飯野委員 参考までお伺いしたいんですけれども、令和５年から３か年の計画があって、

今回これを更新するというイメージだと思うんですが、過去３年でのこういった事業主

に対する特例措置で実際に助成金を受けられている事例は何件ぐらいあるんでしょうか。 

○渡邉職業安定部長 実は、現状では今、届出がございませんが、一応こういう仕組みを

つくっておいて何かあったときに対応できるようにということで出させていただいてお

ります。 

○砂金会長 飯野委員、よろしいでしょうか。 

○飯野委員  多分、周知の仕方とか、非常に内容としてはいいので、事業主にとって、

我々も何かやり方がないか考えてみたいと思います。ありがとうございました。 

○砂金会長 ご検討いただければと思います。 

  そのほかご質問、ご意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ほかにございませ

んでしょうか。 

  それでは、当審議会としては本計画案を妥当と認め、その旨を私からご報告申し上げ

ることとしたいと思います。 

  それでは、報告文案の配付をお願いします。 

  このとおり妥当と認めるということになっております。配付された報告文案によって

労働局長宛て報告するということでご異議ございませんでしょうか。（「異議なし」の

声あり）ありがとうございます。 

  ご異議ございませんでしたので、そのように報告をさせていただきます。 

  では、以上で議題（２）について終了させていただきます。 

 

  （３）令和８年度宮城労働局行政運営方針（案）について 

 

○砂金会長 それでは、議題（３）令和８年度宮城労働局行政運営方針（案）について、

資料３及び４により、労働局から説明をお願いします。 

  質問、意見等は全ての説明が終わった後にまとめてお願いします。 

  それでは、労働局よりご説明をお願いします。 

○加藤雇用環境・均等室長 雇用環境室の加藤です。 

  私のほうから順次説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。着座

にて失礼いたします。 

  お手元に資料３と４をご用意いただければと思います。 

  まず資料３のほうをご覧いただければと思いますが、めくっていただきまして、１ペ

ージ、２ページ目にこれから説明させていただきます目次が書いております。 

  さらにめくっていただきまして、８年度の行政運営方針ということで書いております

けれども、第１として労働行政を取り巻く情勢ということでございます。労働局ですけ

れども、国民一人一人が能力を十分に発揮し活躍することが不可欠ということで、労働
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生産性の向上や労働移動の円滑化などをしっかりと進めていくということでございます

けれども、そうしたことで、全ての働く方々の個々のニーズに応じて、多様で柔軟な働

き方を選択することができる社会の実現を目指すということで考えております。 

  次の第２ですけれども、第２の１、総合労働行政機関としての施策の推進ということ

です。これから順次説明申し上げます施策といたしましては、四行政、これは労働基準

行政、職業安定行政、雇用環境・均等行政、そして人材開発ということで４分野で分け

ておりますけれども、この四行政を総合的、一体的に運営していくということで、労働

局と、それから下部組織であります労働基準監督署、それからハローワーク、これが一

体となって施策を展開していきたいと思っております。 

  次の４ページですけれども、宮城県の更なる復興・発展のための必要な支援というと

ころでございます。東日本大震災から１５年経過しまして、宮城県におきましては、

「新・宮城の将来ビジョン」ということで、令和８年度につきましては、復興完了に向

けた支援を進めつつ、富県宮城を支える県内産業の持続的な成長の実現に向け、若者・

女性が魅力を感じる産業の誘致や、働きやすい職場環境整備・住み続けたい地域づくり

を支援するとともに、半導体関連産業をはじめとした成長産業の誘致・育成による質の

高い雇用の創出を推進することとしているというふうに伺っております。また、喫緊の

課題となっている人手不足に対応するために、各分野における人材確保、生産性向上等

の取組や外国人人材の受入れ、定着の支援などを進めるというふうに伺っているところ

です。 

  労働局としては、こういった宮城県の施策ともしっかりと連携をして労働行政を展開

していきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、前後いたしますけれども、来年度の行政運営方針につきましてご説明さ

せていただきたいと思います。 

  まず、５ページの上になりますけれども、先ほど冒頭、局長からも、政府を挙げて最

重要課題の一つとして取り組んでいる賃上げの支援でございますけれども、今年度、７

年度から、１の右側に書いていますけれども、「賃上げ」支援助成金パッケージという

ものを広く周知、厚生労働省でもこういった、ちょっと小さいんですけれども、いろい

ろな助成金があります。厚生労働省だけでなくても、いろんな政府の助成金、補助金な

どありますけれども、そういった多くの支援策がございますので、それをしっかりと、

たくさんあって分かりにくいというお声も伺うところでございますけれども、しっかり

と各企業さんのニーズに合った支援策を提示できるように、しっかりと助成金などを通

じて賃上げ支援を進めていきたいというふうに考えております。 

  それから、次の６ページでございますけれども、上のほうなんですけれども、（３）

同一労働同一賃金の遵守の徹底ということでございます。いわゆる非正規雇用労働者、

パート労働者ですとか有期雇用労働者、それから派遣労働者の方々、いわゆる非正規労

働者の方々が不合理な待遇を解消するということで、同一労働同一審議という考え方が

ございますけれども、それをしっかりと徹底してまいりたいと考えております。 

  今後の取組の①のところにもありますけれども、労働基準監督署で定期監督など行っ

ていますけれども、そういった場も通じてしっかりと同一労働同一賃金の考え方を伝え

つつ、我々労働局での行政指導などにもしっかりとつなげていくということで連携を図
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って、同一労働同一賃金の遵守の徹底を図っていきたいというふうに考えております。 

  今後の取組の②の一番下のところなんですけれども、現在、同一労働同一賃金ガイド

ラインというものがあるんですけれども、前回の法改正から５年を経過して、厚生労働

本省のほうでこの法改正などについて議論がなされたところでございますけれども、今

回は、同一労働同一賃金のガイドラインをさらに考え方などを明確化していくというこ

とが決まったところでございます。まだ告示などはされていないんですけれども、令和

８年１０月ぐらいに改正ガイドラインの施行が見込まれているところでございますので、

令和８年度は改正になるガイドラインについてもしっかりと周知を進めていきたいと考

えておるところです。 

  それから、６ページの下の部分ですけれども、非正規労働者の方々につきましては、

待遇改善に向け、右のチラシにもありますけれども、キャリアアップ助成金という助成

金もございます。こういった助成金も活用していただきまして、非正規労働者の待遇改

善、正社員転換なども進めていくというところでございます。 

  今後の取組の②にもありますけれども、やはり労働局は指導機関ということでなかな

か敷居が高いというお話も伺いますけれども、働き方改革推進支援センターという民間

に委託しているセンターがございますので、こういったところでですね、働き方改革と

いうことですけれども、非正規労働者の待遇改善なども含めて様々な相談支援をしてい

るところですので、こういったセンターの活用促進も図っていきたいと考えております。 

  続きまして、７ページをご覧いただければと思います。 

  ７ページの（５）ですけれども、労働施策総合推進法に基づく協議会等についてとい

うところでございます。冒頭の局長のご説明でもありましたけれども、いわゆる地方版

政労使会議というものを開催いたしまして、賃上げに向けた機運醸成を図っているとこ

ろでございますけれども、こちらについて、資料№４のほうの７ページをご覧いただけ

ればと思います。 

  こちらにつきましては、今年１月２２日に、こちらに出席者の方々を書いております

けれども、本日参加いただいている機関の方々にもご協力いただきまして、１月２２日

に会議を開催したところでございまして、右下のところに共同宣言と書いてありますけ

れども、今年度は、新たにこういった共同宣言を各機関で確認し、しっかりと今後の取

組に向けて確認したところでございますが、令和８年度につきましても、この政労使会

議なども通じてしっかりと賃上げの支援、機運醸成を図っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  資料３にまた戻っていただきまして、ちょっとページが飛ぶんですけれども、１５ペ

ージをご覧いただければと思います。 

  １５ページですけれども、女性活躍推進に向けた取組促進等ということですけれども、

女性活躍推進につきましては、男女雇用均等法、それから女性活躍推進法という法律が

ございますけれども、しっかりとこういった法の理解、法に基づいて企業の方々がしっ

かりと取り組んでいただけるように周知を図っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。女性活躍推進法が１０年を経過しているところなんですけれども、も

ともと１０年の時限立法でございましたけれども、昨年の法改正でまた１０年延長され

ることになりました。延長されるに当たりまして、男女の賃金格差につきましては、こ
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れまで３０１人以上の企業が公表義務というところでしたが、これが１０１人に拡大さ

れるということと、これまで女性管理職比率については任意項目の情報公表の項目でし

たけれども、これが１０１人以上が義務ということがこの４月に施行されるところでご

ざいます。また、今回、女性の健康につきましてもしっかりと企業に取り組んでいただ

くということも、女性活躍推進法の枠組みの一つとして改正により位置づけられたとこ

ろでございます。 

  こういった法改正も含めて、しっかりと法律に沿った取組、そして法律にプラスアル

ファの取組も各企業様でいろいろと工夫ができる分野でございますので、こういった取

組をしっかりと推進していきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、ページちょっと飛びますけれども、１７ページをご覧ください。 

  総合的なハラスメント防止対策の推進というところでございます。 

  現行、ハラスメントにつきましては、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメン

ト、妊娠・出産等に関するハラスメント、あと育児休業、介護休業等に関するハラスメ

ント、下に相談件数を載せていますけれども、こういった部分の法律で防止措置を講じ

ていただくということで進めておりますけれども、昨年の法改正におきまして、右のブ

ルーの部分ですけれども、カスタマーハラスメント対策の義務化、求職者等に対するセ

クシュアルハラスメント対策の義務化ということで、２つの新たなハラスメントの分野

が加わることになりまして、こちらの施行につきましては今年の１０月１日ということ

でございます。 

  残念ながら、このハラスメントの相談、労働局に大変まだ寄せられているところです

けれども、新たなハラスメントも追加されるところでございますけれども、しっかりと

こういったハラスメントが起こらないように、まずは企業の皆様に防止対策を講じてい

ただくということが重要ですので、しっかりと新たなハラスメントも含めて周知を進め

ていきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、１８ページをご覧ください。 

  個別労働関係紛争の早期解決ということでございますけれども、労働基準法やそれか

ら男女雇用機会均等法など、あと今までのハラスメントなども含めて、いろいろな労働

相談に総合労働相談コーナーなどで対応しておるところでございますけれども、労働基

準法などの法違反ではない部分の個別労働紛争というものについては、助言ですとかあ

っせんという解決手段がありますので、それらをしっかり活用いただきましてトラブル

を解決いただくという仕組みがございますので、個別労働紛争解決促進法に基づく助

言・指導、それからあっせんについてもしっかりと対応して、迅速な早期解決を目指し

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

  それから、次のページですけれども、１９ページでございます。 

  （１）の仕事と育児・介護の両立支援ということでございますけれども、育児・介護

休業法、こちらについては令和７年４月と１０月に改正がございましたけれども、こう

いった法律につきまして引き続き来年度もしっかり周知徹底を進めていきたいと考えて

おります。 

  また、次世代育成支援対策の推進とありますけれども、次世代法、こちらについては、

しっかりと行動計画を策定していただくとか、それから、くるみん認定という認定制度
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がございますけれども、こちらについてもしっかりと企業の方々に取組が進めていただ

けるように支援をしてまいります。 

  また、右側に両立支援等助成金申請件数とありますけれども、仕事と家庭の両立に向

けた取組を進めるに当たって助成金もございますので、しっかりとこちらについても活

用促進を図っていきたいと考えております。 

  １９ページ下の部分ですけれども、多様な働き方の実現に向けた環境整備ということ

で、テレワークですとか勤務間インターバル、それから年次有給休暇の取得促進などに

ついても進めて、ワーク・ライフ・バランスを推進してまいります。 

  私の説明につきましては最後になりますけれども、２４ページをご覧ください。 

  フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保ということですけれども、令和６

年１１月に新たな法律としていわゆるフリーランス法が施行されているところです。し

っかりと新たな枠組みにつきましても周知を進めて、トラブル解決等も図っていきたい

と考えております。 

  私の説明は以上になります。ありがとうございます。 

○川越労働基準部長 それでは、労働基準行政に関する項目について川越から説明をさせ

ていただきます。 

  私も座って説明をさせていただければと思います。 

  資料は資料３で５ページの下段、資料４は４ページになります。こちらにありますと

おり、最低賃金制度の適切な運営というところがございます。 

  まず、資料４をご覧ください。 

  令和７年度の状況でございますけれども、左側にある今年度のリーフレットにありま

すように、宮城県の最低賃金は昨年の１０月４日に６５円引き上げられまして、時間額

１，０３８円に改定されております。 

  また、その下、宮城県の特定最低賃金につきましては、鉄工業、電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、自動車小売業のそれぞれの最

低賃金が改定されておりまして、昨年１２月１５日から適用されております。 

  本年度の引上げ額は昨年度以前よりも高い水準となっておりますので、最低賃金額を

広く周知することが重要となっております。このため、右側にありますとおり、自治体

広報紙などへの掲載依頼、またポスター、リーフレットの広範な配布、バス広告あるい

は県内のコミュニティＦＭ放送局などを活用した周知広報を行っているところです。う

ち、１つのコミュニティＦＭには、労働局職員が出演させていただき広報をさせていた

だいたところです。 

  右下のところでございます。最低賃金の履行確保のために監督指導も行っておりまし

て、今年度も１月から各労働基準監督署で実施中であります。令和６年度とほぼ同等程

度の事業場数を対象として現在実施中でございます。１月末までの速報での結果で１

９％の違反率となっております。こちら、昨年度が１１．７％でございます。途中経過

の速報値ということではありますが、やや高めの違反率となっています。 

  資料３のほうをご覧ください。 

  資料３、５ページになりますけれども、今後の取組にありますように、令和８年度も

各団体の協力を得まして最低賃金の周知徹底を図ってまいります。また、監督指導など
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を行っていきたいと考えております。 

  次に、資料を少し飛びまして、資料３、２０ページまで進んでいただければと思いま

す。 

  安全で健康に働くことができる環境づくり、（１）として長時間労働の抑制のところ

でございます。関連の今年度の実施状況の資料は、資料４で２９ページでございます。 

  資料３の課題と書いてあるところをご覧いただきたいんですが、令和７年中の長時間

労働が疑われる事業場を対象とした監督指導の結果、約４割の事業場で違法な時間外労

働があります。そのうち４２％で月８０時間超の時間外・休日労働が認められているよ

うな状況でございます。 

  また、課題の後段にありますように、令和６年度から、医師、建設業、自動車運転者

の業務などに対して時間外労働の上限規制が適用になったところですので、引き続き規

制の徹底や定着を図る必要があると考えているところです。 

  具体的には、その下の今後の取組の①にありますように、各種情報を基にした長時間

労働が疑われる事業場に対する監督指導、１１月の過労死等防止啓発月間を中心にシン

ポジウムの開催などのキャンペーンを行うとともに、④に記載しているように、同月に

おける下請などの中小企業へのしわ寄せ防止キャンペーンなどによる周知啓発などを引

き続き予定しております。 

  また、②にあります宮城働き方改革推進支援センターや労働基準監督署の労働時間相

談・支援班による中小企業などに対する支援、③の令和６年度適用開始業務などへの労

働時間短縮に向けた支援などを継続して行うこととしておりまして、令和８年度におき

ましても、長時間労働、過重労働の防止に努めてまいりたいと思います。 

  その次のページをご覧ください。 

  労働条件の確保・改善対策でございます。先ほどの働き方改革を推進していく上で、

基本的な労働条件の枠組みや労務管理体制の確立を図ることは不可欠でございます。 

  上段の左側のグラフには、監督署が実施した定期監督の状況を掲載しております。依

然として半数を超える事業場に労働基準関係法令違反を認めている状況がございます。 

  右上のグラフでございますが、申告の処理状況を記載しております。申告というのは、

労働基準法第１０４条に基づいて、労働者から監督署や労働基準監督官へ解雇や賃金不

払いなどの申出を行うものです。申告につきましては、申告件数、違反率ともに高止ま

りの傾向がございます。 

  このような状況を踏まえまして、令和８年度におきましても、その下の今後の取組に

ございますように、法令違反が疑われる事業場などへの監督指導などによる法定労働条

件の確保などに努めてまいります。 

  主なものとしましては、④にあります特定分野、具体的には外国人労働者、自動車運

転者、障害者の労働条件の確保について、関係機関との連携の下、継続して労働基準関

係法令の遵守を図ることとしております。特に技能実習生に係る法令違反の疑いのある

事業場に対しては、確実に監督指導を実施いたしまして、仮に重大・悪質な事案があり

ましたら、司法処分も含めて厳正に対処していくこととしております。 

  その次のページをご覧ください。 

  労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備というところでございます。 
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  関係資料は、資料４の今年度の取組、３１ページをご覧いただきたいんですが、そち

らを使ってまず現状をご説明いたします。 

  宮城労働局では、宮城県内の事業場における労働災害発生状況を踏まえまして、第１

４次労働災害防止推進計画を策定して、令和５年度からこのような取組を行っていると

ころです。中段のグラフをご覧ください。令和７年の休業４日以上の死傷者数は、１月

末現在での速報ではございますが２，３９５人、うち死亡者数は６人となっておりまし

て、死亡者数は過去最少ペースでございます。令和７年の１年を見ますと、死傷者数、

死亡者数ともに１４次防の目標を達成する見込みですが、令和９年度までに最終的な目

標に達成するよう、引き続き各施策を推進してまいります。 

  重点業種の発生状況については、左下、その下のところの囲みで記載しております。

建設業の死傷者数は増加しているものの、製造業、陸上貨物運送事業、林業の死傷者数

は対前年比で減少となっております。 

  資料３の２２ページの右下に一般健康診断有所見率の推移というグラフがありますが、

この有所見率、年々増加しておりまして、全国平均との差が広がっている状況がござい

ます。 

  また、この次のページの右下に精神障害の労災請求件数のグラフがございます。この

グラフにもありますように、令和５年度以降、５０件を超える精神障害の労災請求がな

される状況が継続しておりまして、メンタルヘルス不調などを原因とする労働災害の防

止対策も必要となっております。 

  前のページに戻っていただきまして、今後の取組を改めてご覧ください。 

  まず①でございます。労働安全衛生法の改正法が令和７年５月１４日に公布されてお

り、多くの事項が今年４月１日から施行されます。改正安衛法は先ほど説明した行政課

題の解決にもつながるものでございますので、令和８年度は、改正安衛法の円滑な施行

のため、あらゆる機会を捉えて周知してまいります。また、昨年６月１１日に公布され

た改正労働施策総合推進法による治療と就業の両立支援につきましても周知してまいり

ます。 

  このほか、②をご覧いただきたいんですが、令和５年度を初年度とする第１４次労働

災害防止推進計画が４年目となり、後半に入ります。高年齢者の労働災害防止対策につ

いては、改正された安衛法を根拠に置く指針が示されましたので、その周知を進めてま

いります。また、転倒や腰痛などの行動災害防止のために、当局独自の「Ｓａｆｅｗｏ

ｒｋ向上宣言」の取組を展開して自発的な対策の促進を図ることとしております。 

  その下のほう、カの労働者の健康確保対策でございますけれども、５０人未満の労働

者を使用する事業場におけるストレスチェックの義務化が円滑に進められるよう、制度

の周知を図ることや、キの（ウ）の熱中症対策については、今後新たにガイドラインの

公表が予定されているため、昨年改正された規則に基づく措置と併せて、こういったガ

イドラインによる周知、指導を行ってまいります。 

  その次のページをご覧ください。 

  労災保険給付の迅速・適正な処理でございます。今年度と同様に、労災保険給付の請

求に対しては、迅速な事務処理を行いますとともに、適正な認定に万全を期すこと、ま

た相談者などに対する丁寧な説明などを行うこととしております。 



-13- 

  私からは以上です。 

○渡邉職業安定部長 では、引き続きまして職業安定部長の渡邉でございます。 

  着座にて説明させていただきます。 

  資料は、資料３で申し上げますと７ページの中段から下、もう一つ、資料４も併せて

ご説明をさせていただきます。資料４は９ページになります。 

  項目としましてはリ・スキリングの関係でございます。 

  リ・スクリングにつきましては、新しい分野への配置転換への支援といたしまして、

学び直しの支援策としてハローワークでは教育訓練給付の事業を推進してございます。

この教育訓練給付につきましては、民間の専門学校などの講座を指定いたしまして、そ

の受講料について一定の給付を負担いたしまして、働く方々の学び直しを支援してござ

います。今年度の実績といたしましては、宮城県での講座は５８６講座で、本年度は直

近１月までの実績として１，９７１人が対象になってございます。 

  続きまして、公的職業訓練のデジタル推進の人材育成のところでございます。 

  企業活動ですとか製造現場ではどんどんとデジタル化に対応していくという状況の中

で、そのスキル習得の場として、宮城県、高齢・障害・求職者支援機構、ハローワーク

の３機関での取組状況を、実施してございますけれども、その実施状況につきましては、

資料４の直近のですね、ところに表に書いてございますけれども、来年度につきまして

も同じようにデジタル人材の育成を積極的に進めていきたいと思ってございます。また、

８年度は、デジタル人材をさらに育成するため、県の委託訓練ではｅ－ランニングのコ

ースを増設して受講機会の確保を努めているというところでございます。 

  続きまして、資料３ですと８ページ、資料４は１０ページになります。 

  ｊｏｂ ｔａｇとしょくばらぼの関係でございます。こちらは労働移動の円滑化の取

組として２点ご紹介してございます。 

  就業経験のない方ですとか再就職を目指している方に対しては、そもそも職業がどう

いうものがあって、どういう仕事なのかという、またそのスキル、知識というものがど

ういったものかということを紹介するウェブサイトとして厚労省で作成をしてございま

す。それがｊｏｂ ｔａｇでございます。他業種への転職支援の活用ツールとしても、

ハローワークの窓口とかで今利用の周知をしているところでございます。また、しょく

ばらぼというものは、求人を出す企業の平均年齢、有給休暇の取得率ですとか両立支援

などといった企業の職場状況を掲載して就職に役立つ情報提供を行っているところでご

ざいまして、引き続きやっていきたいというところでございます。 

  オンラインの活用ということも進めておりまして、ハローワークの利用者の向上のた

めにオンラインも積極的に進めていくことで、求人を出す企業ですとか仕事を探す求職

者の方双方に、ハローワークインターネットサービスということでインターネットのご

案内をしてございます。そこでインターネットを活用しての利用ということで宮城労働

局では力を入れてございまして、求人者、求職者のマイページ開設率は、資料４のほう

でございますけれども、全国で２位、６位ということでランクインをしているところで

ございます。 

  続きまして、資料３のほうはめくっていただきまして９ページ、資料４のほうも１２

ページになります。 
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  人材総合支援コーナーというところでございますけれども、こちらのほうで人手不足

の人材の対策を支援をしてございます。特にいろいろな業界の中でも不足しているのが、

医療、介護、保育、建設、警備、運輸というところでの人手不足というものが、ハロー

ワーク内での人材総合支援コーナーを設置いたしましてマッチングの支援に取り組んで

いるところでございます。 

  こちらのところには記載がないんですけれども、各業界の有効求人倍率をご紹介しま

すと、福祉系の業種では直近で３．５７倍、介護系で４．８４、保育士で３．２５とい

ったふうに結構高い状況になってございます。このため、現状といたしましても、業界

を知るための分野ごとのセミナーを開催したりですとか、仕事内容がイメージできる体

験イベント、職場体験、見学会を実施してきているところでございまして、来年度も引

き続きというところでございますけれども、特にこの年度末の時期を迎えまして求職活

動が活発になっている現在でございますけれども、県内全てのハローワークで、特に医

療、介護、保育、３分野に関しまして就職フェアを現在実施し始めているところでござ

いまして、この分野については来年度も重点的に取り組んでいきたいというふうに考え

てございます。 

  続きまして、資料３ですと１０ページの上になります。資料４は次の１３ページでご

ざいます。 

  こちらのほうは、人材の確保に関しまして、特に地域での企業の地元企業を支援して

いくための地元企業サポートチームというものを編成いたしまして、仙台所で実施して

ございます。これは取組内容としましては、ハローワークから企業に出向きまして求人

内容の情報をより精査して収集して、その求人が充足されやすくなるよう求人票の書き

方をアドバイスにお伺いしたりとか、地元企業に特化しての説明会、面接会の企画をし

てございます。また、そのほかに広報としましては、ユーチューブを使って企業内の作

業風景とか社員の方々のコメントをアップしながら、ＳＮＳを積極的に情報提供もして

ございます。 

  今年度の取組としましては、地元企業の充足支援としましては、件数でいきますと１，

２８４件、２，３７９人分の求人数で支援をいたしまして、求職者に対しましては２万

５，８６０件の情報提供をしたというところでございます。 

  次に、資料３でいくと１０ページの下でございます。資料４のほうは１４ページにな

ってございます。 

  雇用の仲介業者につきましては、ハローワークだけでなくて、職業紹介事業者、募集

情報等提供事業者というところで各種ございますけれども、そこに適正な運営を行って

いただくという必要がございまして、労働局におきましては助言や指導監督を行ってい

るところでございます。資料４にございますとおり、監督の実施事業所数としては、今

年度は９９事業所、文書指導１１１というところで実施をしております。 

  また、資料１４の右になりますけれども、セミナーでの開催をして、法の周知をした

り適正な実施のために定期的に開催をして行っております。 

  続きまして、ページめくっていただきまして、資料３でいきますと１１ページでござ

います。資料４のほうは１６ページでございます。 

  障害者の就労支援というところでございますけれども、これは、資料４では実績が出
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てございまして、毎年６月１日現在で企業の障害者の雇用状況を調査してございますが、

その結果が資料の４になります。 

  この雇用率につきましては、昨年４月から法定雇用率は、民間企業の場合、２．５％

となっているところでございます。こちらに調査実績が書いてございますけれども、障

害者の実雇用率は２．３８％、全国では４２位、達成企業の数としての割合は約半分の

５０．３％、全国３１位でございます。こちらにつきましては、前年度とどうかという

と、前年度の全国順位は実雇用率のほうが３９ということでしたので、４２位になった

ということでちょっと下がったというところでございます。達成企業の割合の数として

は逆に上がりまして、前年度が３５位が３１位になったというところでございます。 

  ただ、３０位、４０位というところでございますので、より一層就職支援というとこ

ろを労働局ではやっていきたいと思っておりますので、その支援策としましては、資料

４にも書いてございますけれども、精神・発達障害者雇用サポーターでの就職支援、合

同面接会ですとか就労支援機関とのマッチングもはじめとしまして、さらに、今年に入

りまして労働局幹部で直接企業のほうをお伺いしましてご理解をいただいて、達成に向

けてのお願いをしているというところでございまして、来年度も力を入れていきたいと

いうふうに思ってございます。 

  続きまして、資料３でいくと１２ページの上でございまして、資料４は１７ページで

ございます。 

  高齢者の雇用の機会に向けての環境整備支援というところでございます。 

  こちらのほうも、資料４のほうに、昨年の６月１日現在での状況が公表いたしまして、

これが実績になっております。現状では６５歳までの雇用確保措置をしていただきたい

ということでお願いをしておりまして、実施企業としては９９．５％ということになっ

ておりますけれども、その後、全企業で確保できたと、１００％ということになりまし

た。 

  ということで、６５歳ではなくて、次は７０歳までの雇用確保措置についてお願いを

いたしたく、現状では４０．８％という状況でございますので、ぜひ高齢化社会に向け

てですね、ご理解いただきながら、制度の、確保措置の拡充、また、確保措置だけでは

なくて、さらにその先の定年制の延長ですとか、そういうところを進めさせていただき

たいというところでございます。 

  続きまして、外国人の関係でございまして、資料３でいきますと１２の下でございま

す。資料４のほうは１８ページでございます。 

  こちらも直近の外国人の雇用事業者数を資料４に掲載してございます。７年１０月現

在で、資料４で説明させていただきますが、全国では２５７万１，０３７、前年度比１

１．７％。宮城県では、パーセントはそこまでいきませんが、やはり増加しておりまし

て、２万２３４人、３．５％増というところでございます。事業所のほうも同じように

増加をしているというところでございます。 

  ハローワークにおきましては、こういった外国人を雇用する事業主の皆様方には雇用

管理指導や相談を現在実施しているところでございまして、ハローワークでは、企業に

訪問をしながら具体的に指導させていただく――指導というか相談もさせていただくん

ですけれども――ところで、来年度も引き続き取り組んでまいりたいというところでご
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ざいます。 

  続きまして、資料３は１３になります。資料４はその次のページ、１９でございます。 

  氷河期世代を含む中高年層への支援というところでございます。 

  こちらも来年度も引き続き取り組んでまいりたいと思っておりますけれども、ハロー

ワーク仙台には中高年層の専用窓口を設置しておりまして、現状では３５歳から５５歳

の支援対象を引き上げて５９までというところなんですけれども、正社員を希望されて

いる方への訓練、あっせん、求人開拓、求職者それぞれの課題に応じての就職支援をし

ているというところでございます。 

  次に、資料３下の新卒応援ハローワークですね。資料４も下でございますけれども、

２０ページでございますが、こちらは若年者、若者の就職支援というところでございま

す。 

  対象は、ターゲットは、在学中の大学院、大学、専門学校の学生をはじめとしまして、

卒業してから３年以内の方々の新卒応援ハローワークでの就職支援ということもしてご

ざいます。学生やそれぞれ人生のこれからに向けての岐路に立って様々な課題を抱えて

いらっしゃる方も多いということで、きめ細かな支援が必要ということで、新卒応援ハ

ローワークではきめ細かく指導、支援をしているところでございます。 

  また、資料４の高校生にというところがございますけれども、こちらのほうも、ハロ

ーワークの専門職員、ナビゲーターを配置しておりまして、そのナビゲーターが大学や

高校ですとかそういうところに定期的に訪問してきめ細かく指導を実施しているところ

で、実績はこちらのとおりでございます。 

  次に、資料３の１４ページの右上と、資料４は２１ページなります。 

  正社員を希望する若者への就職支援というところでございまして、やっぱり人生の最

初の段階でのつまずきがないように、きめ細かく支援をしていくということが大事でご

ざいまして、先ほどの説明はどちらかというと学生とか卒業後３年以内の方のお話でし

たけれども、こちらは、それだけではなくて、さらに３５歳までの若年者の支援もして

いるところでございまして、フリーターですとか非正規雇用となっている雇用形態の

方々に対しての支援というところもしているところでございます。こちらは担当者制に

よって正社員就職を目指すという方も支援をしているところでございまして、数字のほ

うは今年度は資料４のとおりでございまして、引き続き取り組んでいきたいというふう

に思ってございます。 

  最後でございます。資料３は１６ページになります。資料４は飛びまして２３ページ

になります。 

  出産や育児で離職された方々が子育てをしながら就職をできるよう、こちらも、一般

の相談とは違って、きめ細かくそのニーズに応じての専門の窓口としてマザーズハロー

ワークを設置しているところでございます。個別の事情がある中で、担当者制を取って

いこうということできめ細かくサポート支援をしているところでございます。 

  支援の仕方としては、資料４にあるように、窓口だけではなくて外に出向いてのアウ

トリーチ型の支援ですとか、自治体と連携をしたりとか、子育ての方が多く集まる施設

での出張相談なども行っているところでございまして、実績は資料のとおりでございま

す。また、なかなか家の外に出にくいという方々向けに対しては、資料４の下のところ
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にございますけれども、オンラインを希望される方には積極的に使っていただこうとい

うことで、そういった支援もしてございます。 

  ということで、以上で説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

○砂金会長 ただいま宮城労働局より説明のありました内容について、ご質問、ご意見を

お願いしようと思いますが、まずは事前質問をされている飯野委員からの質問について、

飯野委員よりご発言をお願いします。 

○飯野委員 事前に出している質問と、あともう１点あるんですけれども、よろしいです

か。 

○砂金会長 どうぞ。 

○飯野委員 事前に出させていただいたのは障害者雇用の関係なんですけれども、ページ

でいうと１１ページになるんでしょうか。ちょっとばふっとした中身で大変申し訳ござ

いません。まず、障害者雇用制度について、現行制度は障害者雇用が進展するほど法定

雇用率が上昇する設計となっておりまして、障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業

ほど見直しを望む声が強いというふうに聞いております。具体的に言うと、多分、その

算定式というのが法令で定められておりますので、分母が全体の常用労働雇用者数です

かね、失業者も入るんでしょうけれども。分子が実際に雇用されている障害者数と失業

数ということになるので、そうすると、企業が頑張って障害者雇用を進めると当然分子

が増えてきますので、必然的に法定雇用率が上がっていくというふうな設計になってい

るという意味です。以前からこの仕組みについて何とかならないかという声が強いとい

うふうにはちょっと聞いておりまして、こういった制度の在り方とか今後の方向性につ

いて、何か今検討されているものがあれば教えていただきたいというのが１点です。 

  もう１点が、資料３の１０ページのところですかね。ハローワーク仙台の地元企業サ

ポートチームということで、実際に事業所を訪問されていろいろ支援されるということ

で、非常にいい制度だなというふうに思っているんですけれども、この地元企業サポー

トチームの支援を受けたいという場合の流れみたいなものですかね。それからあと、ハ

ローワーク仙台になっているので、その管轄内だけが対象になるのかどうか、ここも教

えていただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

○砂金会長 それでは、労働局職業安定部長のほうからお願いします。 

○渡邉職業安定部長 ご質問ありがとうございます。 

  まず、障害者の雇用に関する質問にお答えさせていただきます。 

  現状といたしまして、障害者の雇用については、企業での障害者の雇用の理解が広が

りを見せておりまして、先ほどご紹介したように就職件数は上がっております。年々増

えているんですけれども、地域の就労支援体制の充実も進んでおりまして、障害者の雇

用者数ですとか実雇用率は年々上昇しているところでございます、現状ではですね。 

  この制度自体は、障害者雇用促進法の、細かく申し上げますと４３条２項に、労働者

に対する対象障害者である労働者の割合を基準として、少なくとも５年ごとにその割合

の推移を勘案して設定されることとされてございます。これまでの障害者の雇用の実態

を反映して、これに基づいて徐々に率が引き上げているところでございます。 

  現在の法定雇用率の数は令和６年の４月から２．５％ということになってございます。
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これについて、その５年後の見直しということで、令和８年の７月からは２．７％に引

き上げられるというところになってございます。来年度でございます。 

  もともとの制度の在り方としましては、厚生労働省におきまして現状でどのような議

論がされているかというところでございますけれども、こちらは、正式な名称で「今後

の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で今議論を行われているところでござ

いまして、その研究会では、障害者雇用の質のほうですね、量ではなくて質のほうにつ

いても、障害者雇用率制度の在り方についてを論点にして、その要素を示すガイドライ

ンというものを創設をしていこうというところですとか、障害者雇用率制度での手帳、

障害者手帳ですね、を所持していない難病患者、精神・発達障害者の位置づけをどうし

ていくのか、また、雇用率の算定にある、精神障害者でもですね、短時間労働者の算定

特例というものを設けてございまして、そちらについて現状の課題を整理して議論を進

めているところで、その状況については今年の令和８年２月６日付で公表しているとこ

ろでございます。今後、厚労省の労働政策審議会の障害者雇用分科会では、この研究の

報告書に基づいて検討を進めていく議論の過程でございます。 

  障害のある方々が、経済社会を構成する労働者の一員として、能力発揮の機会を得ら

れて、希望ですとか障害者の特性に合った就労環境の中で活躍するに、また大いに貢献

するに当たっての社会を目指していくということが重要な論点でございまして、今日の

ご質問ございましたように、そういった意識をどうしていくのかというところは大変大

事なところでございまして、引き続きご理解、ご協力をいただけたらと思ってございま

す。 

○砂金会長 ありがとうございます。２点目のほうに関しましても職業安定部長のほうか

らよろしいですか。お願いします。 

○渡邉職業安定部長 ２点目の地元企業のサポート支援ということのサポートチームとい

うところでございますが、ハローワーク仙台では、求人部門のほうにサポートチームを

設置してございまして、お電話１本いただければそこにすぐにつながるようになってお

ります。 

  ご質問があとは…… 

○飯野委員 対象範囲がハローワーク仙台。 

○渡邉職業安定部長 現状では仙台所ということでしたので、管轄が仙台所管内でござい

ましたが、来年度からは全所で取り組もうということでなっておりまして、全ハローワ

ークで取組をさせていただく予定としてございます。 

○砂金会長 ありがとうございます。飯野委員、よろしいですか。追加であれば。 

○飯野委員 ありがとうございました。 

  障害者雇用については分かりました。まだ算定云々という話は直接方法は出ているわ

けじゃなくて、ただ、その対象範囲を、今までは手帳を持っていないけれども、重度、

難病のような方ももしかしたら算定に加えることができるので、その分ちょっと企業の

負担が軽くなるかもしれないとか、そういう議論だということでよろしいんですかね。

分かりました。ありがとうございます。 

○砂金会長 ありがとうございました。 

  それでは、そのほかご質問、ご意見のある方は挙手をお願いいたします。いかがでし
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ょうか。 

  それでは、私のほうから、質問というか意見になると思います。 

  資料３の２４ページです。フリーランスの問題に関してです。今後の取組の③ですか

ね、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口というのを今回実は私これで

初めて知りまして、その以前に、うちの事務所の別の弁護士が労働基準監督署のほうに

この労働者性で相談に行ったとき、調査してもらえるという話を聞いていて、そんな制

度があるのかというふうに思っていたところ、これを読んで、この窓口なんだというふ

うに分かったところがあります。できればこの窓口についてもう少し周知していただけ

ると助かるかなと思います。 

  それからあともう１点。このフリーランス、個人事業主などでお悩みの方へというこ

とで、トラブルの窓口があるかと思います。これも実は私体験したんですけれども、相

談者の方が最初、労働基準監督署の多分総合労働相談窓口に行ったかと思うんですが、

そこで弁護士に相談しろということで私のところに来て、でも、結局、フリーランスの

問題なのでここに相談するといいよという話をしたことがございますので、できれば労

働基準監督署の窓口でこういった窓口があるということを周知していただいてつないで

いただけると、たらい回しにならないのかなというふうに思った次第です。 

  あとはもう１点。フリーランスの方、個人事業主等、その方もそうだったんですが、

労働者性が結構問題になることがあるかなと思います。なので、そういった労働相談総

合窓口のほうに来たときに、相談者のほうから労働者性について疑問というか問題提起

されなくても、労働者性が問題になると思われるのであれば、こういった労基署に設置

した違反相談窓口のほうにつないでいただけるといいのかなと思いました。 

  以上、意見になります。 

○川越労働基準部長 ただいまのご意見につきましては、大変申し訳ございません、しっ

かり周知してまいりたいと思います。昨年度から実は労働基準監督署に、分るようにで

すね、労働者性に疑義がある方の相談窓口ということを表示するようにしておりまして、

まだまだ周知が足りないところがございますので、そういったところをしっかり周知し

てまいりたいと思います。 

○加藤雇用環境・均等室長 ありがとうございます。担当が分かれているんですけれども、

総合労働相談コーナーのほうは私の担当ですけれども、総合労働相談コーナーでの相談

対応におきましても、今の会長のご指摘を踏まえた形で、円滑に相談ができ、対応でき

るように努めてまいりたいと思います。ご質問ありがとうございました。 

○砂金会長 引き続きよろしくお願いいたします。 

  そのほかご質問、ご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょう

か。ウェブの髙橋委員はよろしいですか。ありがとうございます。 

  それでは、ほかにご発言がないようですので、本日の議事についてはこれで終了とな

ります。 

  労働局におかれましては、ただいま委員の皆様から頂戴しましたご意見等を踏まえて

今後の行政運営を進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 ４．閉 会 
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○砂金会長 以上をもちまして閉会とさせていただきます。 

  本日はありがとうございました。 


